
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」
（公的個人認証法）のポイント（公的個人認証法）のポイント 資料１－１

○○

１　趣　旨

申請・届出等行政手続のオンライン化に資するため、第三者による情報の改ざんの防止・
通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても
安い費用で提供する制度を整備するもの。

①希望者に対する電子証明書の発行

　 希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能。

②電子証明書の失効情報の提供

③個人情報の保護

　

④指定認証機関

　

①希望者に対する電子証明書の発行

　 希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能。

②電子証明書の失効情報の提供

③個人情報の保護

　

④指定認証機関

　

２　規定事項

　　○

３　施　行

電子署名と電子証明書が付された申請・届出等を受信した行政機関等（署名検証者）から
　の要請に対し、都道府県知事はその電子証明書が失効リストに載っているかどうかを確
認。

一部を除き、公布の日（平成１４年１２月１３日）から起算して２年を超えない範囲内
において政令で定める日から施行。

取り扱う利用者の個人情報を厳重かつ適切に保護（認証業務等に関して知り得た個人情報
　の他目的利用の禁止、セキュリティ対策の実施義務、厳重な守秘義務、利用者に自己の
個　人情報の開示・訂正及び苦情処理を保障）。

証明書発行・失効情報提供の業務を複数の都道府県で共同処理するため、都道府県知事は
　大臣の指定する者（指定認証機関）に委託することが可能。



電子証明書の発行等の手続イメージ
１．市町村役場へ行く ２．受付手続

　　（申請書提出）

３．本人確認

　・実在していること
　　（住民基本台帳データと突合）
　・本人であること
　　（運転免許証etc.）

申請書

受付窓口

（担当者）

公的個人認証サービス
電子証明書発行申請書

　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　　
　

申請者氏名 　　総務　太郎

　ﾛｰﾏ字表記　　ｓｏｕｍｕ taro

生年月日　　　　昭和２５年０４月０１日

性別　　　　　　　男

住所 　　霞ヶ関２丁目１番２号

ＩＣカード持参
（担当者）

４．本人確認後、住民自身
　　による鍵生成

５．公開鍵提出 ６．証明書発行手続 ７．証明書の交付

電子証明書

住民の秘密鍵
電子証明書

電子証明書

受渡窓口

（担当者）

ＩＣカードへの
電子証明書の
書き込み

都道府県知事が発行

ＩＣｶｰﾄﾞへの
暗号鍵ﾍﾟｱ書込

鍵生成装置

公開鍵
秘密鍵

（市町村窓口に設置）

公開鍵提出

（担当者）



地方公共団体による公的個人認証サービス制度の概要

住　　民

都道府県知事　　　
（証明書発行・失効
情報管理機関）

市町村長　　　　
（本人確認機関）

都道府県単位認証局

行政機関　　　　
（国・地方公共団体
の機関等）

民間認証事業者

署名検証者

電子証明書
交付

…

電子申請等

申請書等
（平文） ＋

　　　　電子署名　　　　
　　　（申請書等を住民
の秘密鍵で署名）

＋
電子証明書
（住民の　　　
公開鍵付）

（住民の本人確認に活用）

失
効
リ
ス
ト

市町村窓口
インターネット

総合行政ネットワーク等

総合行政ネットワーク

＜認証業務の委任＞

都道府県は指定認証機関の
中から、次の事務を委任する
法人を選択することができる。

・電子証明書の発行及び失
効情報の提供等に係る電子
計算機処理　　　　　　　　　　　
　　　・発行記録等の保存　　
　等

電子証明書の有効
性確認（失効リスト
への問い合わせ）

電子証明書発行申請　　
　（基本４情報＋公開鍵）



インターネット銀行等

民間認証事業者

（認証業務を実施）

⑧　回答（有効）

⑦　民間電子証明

　書の有効性

　の確認

公的個人認証サービス

　

回
答
（
有
効
）

注文書 ＋ 電子証明書

⑤　民間電子証明書を発行

②　口座

　開設・電子

　証明書発行申請

申請書 ＋ 電子証明書

④　

回
答
（
有
効
）

③　公的電子証明書

　の有効性の確認

①　

公
的
電
子
証
明
書
の
発
行

民間

電子証明書

民間

失効リスト更新
のために必要な
時の本人確認

本人審査時

電子証明書

公的

電子証明書

公的

1-3助成要綱.pdf

民間認証事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ

利用者 オンラインショッピング会社

⑥　オンラインショッピング（注文）

⑨　商品発送

※インターネット銀行等（民間
認証事業者）は、オンライン
ショッピング会社等からの電
子証明書の有効性確認の請
求に対応するため、公的個人
認証サービス側に公開鍵証明
書の有効性を確認することに
よりその失効等の事態（死亡、
住所移転等）を把握し、失効リ
スト（CRL）を更新

公的電子証明書
の有効性の確認



申請・受付等行政手続のオンライン化に係る認証関係イメージ

行 政 機 関

国・地方公共団体の機関等

電子証明書

電子署名

住 民

オンラインによる申請・届出等

結果の通知等

申請書等に付された電子署名が申請者本人のものであることを証明するもの

申請書等
（平文）

許可等の
通知

ＧＰＫＩ・ＬＧＰＫＩ

通知に付された電子署名が行政機関の処分権者本
人のものであることを証明するもの

ＧＰＫＩ　：政府認証基盤　　ＬＧＰＫＩ：地方公共団体の組織認証基盤

官職証明

電子署名

申請者本人の証明
についてどのサービ
スを活用するのかに
ついては、申請・届
出等の受付システム
側（各行政機関）が
決定するもの。

認証業務

公的個人認証サービス（都道府県知事の電子証明書）

民間認証機関のサービス（認定特定認証業務に係る電子証明書）

商業登記に基礎を置く認証サービス（登記官の電子証明書）



市区町村における調達機器イメージ

市町村受付端末は専用端末として使用されることを想定し、市町村受付端末等のハードウェ
アは以下のように想定

市町村受付端末

プリンタ

～市区町村～

※　R/W：リーダライタ

鍵ペア生成装置

ICカードR/W

LGWANLGWAN

都道府県センター

申請者の基本4
情報データ

住基CS端末

基本4情報の検索



市町村受付窓口に係る機器調達・仕様

○　助成措置（財団法人地方自治情報センター）

下記項目すべてセットで調達した場合に限り、
１団体につき ６３０，０００円を上限に助成。
　
（１）鍵ペア生成装置　（２）窓口端末用ＰＣ　（３）窓口端末プリンタ
（４）ＩＣカードＲ／Ｗ　　（５）（１）から（４）の機器に係るソフトウエア

（６）（１）から（５）の機器・ソフトウエアの搬入、据付け、セットアップ　　

○　助成金の交付対象

市区町村又は調達協議会



①市町村受付端末

　【ハードウェア】
　　■メモリ
　　　256MB以上の容量を搭載していること
　　■ハードディスク
　　　5GB以上の容量を搭載していること
　　■ＣＰＵ
　　　インテル Pentium III プロセッサ500MHzまたは同等以上の性能を有するCPUを1基以上備えている
　　　こと
　　■ディスプレイ
　　　表示解像度1024×768ドットに対応している
　　■ネットワークインターフェース
　　　10Base-T/100Base-TX自動切換に対応したものを1ポート以上備えているこ
　　■ICカードリーダライタ用インターフェース
　　　利用者用ICカードリーダライタを接続するためのインターフェースを備えていること
　　 ■プリンタ用インターフェース

　　　市町村受付端末用プリンタをローカル接続するためのインターフェースを備えていること
　　■CD-ROMドライブ
　　　最大12倍速以上に対応したものを1基以上備えていること
　　■FDドライブ
　　　3.5インチ(1.44MB)に対応したものを1基以上備えていること
　　■入力装置
　　　109A配列準拠キーボードを備えること
　　　2ボタンマウスを備えること
　　■電源
　　　AC100V(50/60Hz)に対応していること



【ソフトウェア】
　 ■市町村受付端末用アプリケーション
　　　公的個人認証サービス都道府県協議会より提供される、市町村受付端末用アプリケーションが予め
インストールされていること

　　■ICカードリーダライタドライバ
　　　「市町村受付端末用ICカードリーダライタ」（②参照）に対応したドライバソフトウェアが予めイ
ンストールされていること

　　■プリンタドライバ
　　　「市町村受付端末用プリンタ」（③参照）に対応したドライバソフトウェアが予めインストールさ
れていること

　　■オペレーティングシステム
　　　Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 適用済み版)があらかじめインストー
ルされていること

　　■ブラウザ
　　　Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2以上が予めインストールされていること



②市町村受付端末用ICカードリーダライタ

　■適合カード
・『財団法人　地方自治情報センター公的個人認証サービスカードアプリケーション外部インター

フェース仕様書＜１．０版 ＞平成１５年２　月１７日』の１．１．４．１　カード」に規定する
カードが動作すること

　　・財団法人地方自治情報センター「公的個人認証サービス対応カードAPの開発・実証」における動作
確認を終了したICカードで動作すること

　■形状
　　卓上据え置き型とすること
　■カードの挿入／排出
　自動挿入／自動排出の機能を備えること
　■インターフェース
市町村受付端末と接続するためのインターフェースを備えること

　また、接続に必要なケーブルを添付すること
　■電源
　　AC100V(50/60Hz)に対応していること
　■ドライバソフトウェア
　　市町村受付端末のオペレーティングシステムに対応したドライバソフトウェアが提供されること
　■その他
　　・住民基本台帳用ICカードリーダライタの動作確認を終了していること
　・『財団法人　ニューメディア開発協会　IT装備都市研究事業リーダライタ共通インターフェース
　　　仕様書第１．１版』に従ってアプリケーションから、リーダライタを制御し、適合カードの操作が
　　　行えること
　　　また、制御のために必要なドライバソフトウェアが提供されること



③市町村受付端末用プリンタ

　■種別
　　モノクロレーザプリンタであること
　■用紙サイズ
　　A4サイズに対応していること
　■プリント解像度
　　600dpi×600dpi以上をサポートすること
　 ■インターフェース

市町村受付端末とローカル接続するためのインターフェースを備えること
　また、接続に必要なケーブルを添付すること
　■給紙量
　　50枚以上に対応していること
　■電源
　　AC100V(50/60Hz)に対応していること
　■ドライバソフトウェア
　　市町村受付端末のオペレーティングシステムに対応したドライバソフトウェアが提供されること

④鍵ペア生成装置
　
　　　財団法人ソフトピアジャパンの動作確認完了を受けて、都道府県協議会が推奨する機器の仕様による。

　　　（７月下旬）

　


	○　助成措置（財団法人地方自治情報センター）

